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秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
五
号

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（

）

（

）

別
表
第
１

行
政
職
給
料
表
の
各
級
に
相
当
す
る
職
務
の
級

第
２
条
関
係

別
表
第
１

行
政
職
給
料
表
の
各
級
に
相
当
す
る
職
務
の
級

第
２
条
関
係

行
政
職

１
級

２
級

３
級

４
級
及

６
級
及

８
級
及

行
政
職

１
級

２
級

３
級

４
級
及

６
級
及

８
級
及

給
料
表

び
５
級

び
７
級

び
９
級

給
料
表

び
５
級

び
７
級

び
９
級

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

教
育
職

１
級
の

１
級
の

２
級
の

２
級
の

３
級
の

教
育
職

１
級
の

１
級
の

２
級
の

２
級
の

３
級
の

給
料
表

号
給

号
給

号
給

号
給

５
号
給

給
料
表

号
給

号
給

号
給

号
給

号
給

6
4

6
5

4
1

4
9

6
4

6
5

4
1

4
9

1
7

⑵
以
下

以
上

か
ら
２

以
上

以
上

⑵
以
下

以
上

か
ら
２

以
上

以
上

２
級
の

２
級
の

級
の

３
級
の

４
級

２
級
の

２
級
の

級
の

３
級
の

４
級

4
8

4
8

号
給

号
給

号
給
ま

４
号
給

号
給

号
給

号
給
ま

号
給

2
4

2
5

2
4

2
5

1
6

以
下

か
ら
２

で
以
下

以
下

か
ら
２

で
以
下

4
0

4
0

級
の

級
の

号
給
ま

号
給
ま

で
で

研
究
職

１
級

２
級
の

２
級
の

３
級

４
級

５
級

研
究
職

１
級

２
級
の

２
級
の

３
級
の

４
級

５
級

給
料
表

２
級
の

号
給

号
給

給
料
表

２
級
の

号
給

号
給

９
号
給

2
1

4
5

2
1

4
5

号
給

か
ら
２

以
上

号
給

か
ら
２

以
上

以
上

2
0

2
0
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以
下

級
の

以
下

級
の

３
級
の

4
4

4
4

号
給
ま

号
給
ま

８
号
給

で
で

以
下

医
療
職

１
級
の

１
級
の

１
級
の

２
級

３
級
及

医
療
職

１
級
の

１
級
の

１
級
の

２
級

３
級
の

３
級
の

給
料
表

号
給

号
給

号
給

び
給
料
表

号
給

号
給

号
給

４
号
給

５
号
給

1
6

1
7

2
9

1
6

1
7

2
9

⑴
以
下

か
ら
１

以
上

⑴
以
下

か
ら
１

以
上

以
下

以
上

級
の

４
級

級
の

４
級

2
8

2
8

号
給
ま

号
給
ま

で
で

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

医
療
職

１
級
及

３
級
の

３
級
の

５
級

医
療
職

１
級
及

３
級
の

３
級
の

５
級

給
料
表

び
２
級

号
給

号
給

給
料
表

び
２
級

号
給

号
給

3
2

3
3

3
6

3
7

⑶
以
下

以
上

⑶
以
下

以
上

４
級

４
級

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

備
考

備
考

１
・
２

略
１
・
２

略

３
主
任
指
導
主
事

指
導
主
事

主
任
社
会
教
育
主
事

社
会
教
育

３
主
任
指
導
主
事

指
導
主
事

主
任
社
会
教
育
主
事

社
会
教
育

、
、

、
、

、
、

主
事

主
任
管
理
主
事

管
理
主
事

主
任
学
芸
主
事
又
は
学
芸
主

主
事

主
任
管
理
主
事

管
理
主
事

主
任
学
芸
主
事
又
は
学
芸
主

、
、

、
、

、
、

事
の
職
に
あ
る
者
で
教
育
職
給
料
表
⑴
３
級
又
は
教
育
職
給
料
表
⑵

事
の
職
に
あ
る
者
で
教
育
職
給
料
表
⑴
３
級
又
は
教
育
職
給
料
表
⑵

「

」

1
7

「

」

３
級
の
５
号
給
以
上
の
給
料
を
受
け
る
も
の
の

相
当
す
る
職
務

３
級
の

号
給
以
上
の
給
料
を
受
け
る
も
の
の

相
当
す
る
職
務

は
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

行
政
職
給
料
表
６
級
に
相
当

は
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

行
政
職
給
料
表
６
級
に
相
当

、
、

、
、

。
。

す
る
職
務
と
す
る

す
る
職
務
と
す
る

附

則



- 3 -

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
出
発
す
る

旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行

日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


